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２
月
の
お
知
ら
せ

２
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　27.２. 1 仙台市政だより　27.２. 1
仙台市の人口：１月１日現在（対前月比）男:522,698人 女:551,228人  計1,073,926人（－199）　492,032世帯（－116）

入
学
援
助
金
を
支
給
し
ま
す　

 

◦
対
象‖

4
月
に
小
･
中
学
校
に
入

学
す
る
児
童
・
生
徒
の
い
る
低
所
得

世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
を
除
く
）
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
①

就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
②
本
年
度

中
に
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止

さ
れ
た
③
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
④
同
居
し
て
い
る
世
帯
全
員

（
単
身
赴
任
の
保
護
者
を
含
む
）
の

年
収
が
一
定
額
以
下
で
あ
る　
◦
支

給
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す　
◦
支
給

額‖

児
童
・
生
徒
１
人
に
つ
き
小
学

校
２
万
２
千
円
、
中
学
校
２
万
７
千

円　
申
該
当
を
証
明
す
る
書
類
と
同

居
す
る
世
帯
全
員
の
住
民
票
等
を
持

参
で
３
月
2
日
か
ら
７
月
31
日
ま
で

お知らせの見方、区役所電話番号等は８ページ参照。はがき等での申し込みは記載のないものは1枚に1人・締切日消印有効。 □注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内

□仙台市ホームページ
http://www.city.sendai.jp/
   仙台市携帯電話用ホームページ
http://www.city.sendai.jp/m/

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１枚につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ

●催しは、2月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●未掲載のファクス番号は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebookページ
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr

□

□

に
お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
管
理
課
（
☎
は
８
ペ
ー

ジ
）

入
学
準
備
金
の
貸
付
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

◦
対
象‖

申
込
時
に
６
カ
月
以
上
市

内
に
お
住
ま
い
で
、
養
育
す
る
児

童
・
生
徒
の
新
入
学
に
掛
か
る
経
費

の
負
担
が
経
済
的
に
困
難
な
世
帯
の

方　
◦
貸
付
限
度
額
等‖

①
小
・
中

学
校
（
生
活
保
護
世
帯
の
方
は
除

く
）
…
５
万
円
以
内
②
公
立
高
校
…

10
万
円
以
内
③
私
立
高
校
…
15
万
円

以
内
。
い
ず
れ
も
無
利
子　
◦
返
済

‖

２
カ
月
据
え
置
き
後
、
20
カ
月
以

内
（
15
万
円
貸
し
付
け
の
場
合
は
30

カ
月
以
内
）　
◦
貸
し
付
け
に
は
審

査
が
あ
り
ま
す　
◦
市
内
に
お
住
ま

い
の
保
証
人
が
１
人
必
要
で
す　
◦

受
付
期
間‖

３
月
31
日
ま
で　
◦
申

し
込
み
方
法
に
つ
い
て
は
各
区
社
会

福
祉
協
議
会
に
電
話
ま
た
は
直
接
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
申
・
問
お

住
ま
い
の
区
の
社
会
福
祉
協
議
会

（
青
葉
区
☎
265
・
５
２
６
０
、
青
葉

区
宮
城
支
部
☎
392
・
７
８
６
８
、
宮

城
野
区
☎
256
・
３
６
５
０
、
若
林
区

☎
282
・
７
９
７
１
、
太
白
区
☎
248 

・

８
１
８
８
、
泉
区
☎
372
・
１
５
８
１
）

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
デ
ジ
ア
ナ

変
換
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
ま
す

　
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
ア
ナ
ロ
グ

に
変
換
し
放
送
す
る
、
デ
ジ
ア
ナ
変

換
サ
ー
ビ
ス
は
、
３
月
末
ま
で
に
順

次
終
了
し
ま
す
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

に
加
入
し
て
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に
よ

り
テ
レ
ビ
を
視
聴
し
て
い
る
方
は
、

デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
へ
の
買
い
替
え
等

の
対
策
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
5
7
0
･
０
７
･
0
1
0
1
、

情
報
政
策
課
☎
214
・
1
2
6
4

都
市
計
画
の
案
が
縦
覧
で
き
ま

す◦
縦
覧
期
間‖

２
月
18
日
㈬
～
３
月

３
日
㈫
（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦
縦

覧
場
所‖

市
役
所
本
庁
舎
７
階
都
市

計
画
課　
◦
縦
覧
内
容‖

①
仙
塩
広

域
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区
の

決
定
（
枡
江
地
区
、
燕
沢
三
丁
目
地

区
、
郷
六
地
区
）
②
仙
塩
広
域
都
市

計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更

（
蒲
生
北
部
地
区
）
③
仙
塩
広
域
都

市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

の
変
更
（
蒲
生
北
部
地
区
）
④
仙
塩

広
域
都
市
計
画
公
園
の
変
更
（
蒲
生

北
部
地
区
）
⑤
仙
塩
広
域
都
市
計
画

緑
地
の
変
更
（
蒲
生
北
部
地
区
）
⑥

仙
塩
広
域
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道

の
変
更（
仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
）

⑦
仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
の
変

更
（
荒
浜
ポ
ン
プ
場
）　
◦
縦
覧
期

間
中
に
意
見
書
の
提
出
が
で
き
ま
す

◦
変
更
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
縦
覧

期
間
中
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す　
問
都
市
計
画
課

☎
214
・
８
２
９
4

市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
２
月

４
日
に
開
会
し
ま
す

　
本
会
議
の
模
様
を
市
役
所
本
庁
舎

1
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
・
総
合

支
所
で
テ
レ
ビ
中
継
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジht

tp://w
w
w
.gikai.city.sendai.

jp/

で
は
会
期
日
程
の
詳
細
を
掲
載

す
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
イ

ブ
中
継
を
実
施
。
平
成
25
年
第
１
回

定
例
会
以
降
の
本
会
議
、
予
算
・
決

算
等
審
査
特
別
委
員
会
等
の
録
画
中

継
も
行
っ
て
い
ま
す
。

問
議
会
事
務
局
調
査
課
☎
214
・
６
１

６
９

仙
台
市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
が
縦
覧
で
き
ま
す

　
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
で
調
製

し
た
仙
台
市
農
業
委
員
会
委
員
の
選

挙
人
名
簿
が
縦
覧
で
き
ま
す
。

◦
縦
覧
日
時‖

２
月
23
日
㈪
～
３
月

９
日
㈪
（
土
・
日
曜
日
を
含
む
）
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時　
◦
縦
覧
場

所‖

市
役
所
二
日
町
分
庁
舎
２
階
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局　
◦
駐
車
場

は
あ
り
ま
せ
ん　
問
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
☎
214
・
２
０
２
３

緑
化
助
成
の
申
請
は
２
月
27
日

ま
で
に

　
本
年
度
の
緑
化
助
成
事
業
の
申
請

受
け
付
け
は
２
月
27
日
で
締
め
切
り

ま
す
。
な
お
、
新
年
度
の
申
請
受
け

付
け
は
４
月
１
日
か
ら
の
予
定
で
す
。

◦
対
象
事
業‖

①
生
垣
づ
く
り
助
成

事
業
②
建
築
物
緑
化
助
成
事
業
③
緑

化
木
植
栽
助
成
事
業
④
街
か
ど
緑
化

助
成
事
業　
◦
申
請
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

問
①
区
役
所
街
並
み
形
成
課
②
③
④

百
年
の
杜
推
進
課
☎
214
・
８
３
８
９

記
念
樹
プ
レ
ゼ
ン
ト　
　
　
　

 

　
誕
生
や
結
婚
、
新
築
な
ど
、
人
生

の
節
目
を
迎
え
ら
れ
た
方
に
記
念
の

苗
木
を
差
し
上
げ
ま
す
。

◦
対
象‖

平
成
25
年
２
月
１
日
～
平

成
27
年
１
月
31
日
に
次
の
記
念
を
迎

え
た
方
①
誕
生
、
小
学
校
入
学
（
平

成
27
年
度
に
入
学
す
る
方
を
含
む
）

②
結
婚
、
銀
婚
、
金
婚
③
賀
寿
（
還

暦
・
古
希
・
喜
寿
・
米
寿
）
④
新
築

（
市
内
に
住
宅
を
新
築
ま
た
は
戸
建

て
住
宅
を
購
入
さ
れ
た
個
人
の
方
。

マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
は
対
象
外
）　
◦

同
一
の
記
念
で
再
度
申
し
込
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん　
◦
樹
木‖

イ
ロ
ハ

モ
ミ
ジ
、
オ
オ
デ
マ
リ
、
ド
ウ
ダ
ン

ツ
ツ
ジ
、
マ
メ
ザ
ク
ラ
、
ミ
ニ
リ
ン

ゴ
、
キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
サ
ザ
ン
カ
、

ニ
オ
イ
ヒ
バ　
◦
本
数‖

①
②
③
１

本
④
３
本　
申
市
役
所
本
庁
舎
1
階

市
民
の
へ
や
、
区
役
所
総
合
案
内
、

総
合
支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
で

配
布
す
る
申
込
書
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.sendai-park.or.jp

/w
eb/

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
）
で

２
月
28
日
ま
で
に　
問
仙
台
市
公
園

緑
地
協
会
☎
293
・
3
5
8
3

広報課からのお知らせ

問区役所総務課、広報課☎214･1150

市役所本庁舎１階市民のへや・市政情報センター、
区役所総合案内、総合支所、証明発行センター、地
下鉄各駅、市民センター、市内ファミリーマート各
店など

★市政だよりのお知らせページには、発行月の６日以降
の内容を掲載しています（休日当番医は発行月の１日か
ら翌月第１週までの情報を掲載）
★市政だよりは毎月５日までを目安に各ご家庭に配布し
ています（町内会に加入していない集合住宅へはポステ
ィング業者、それ以外のご家庭へは町内会等を通じて配
布） 
★町内会等で市政だよりの配布を担当されている方や、
市政だよりがポスティングされている集合住宅を管理さ
れている方で、市政だよりの配布部数に過不足がある場
合は、区役所総務課または広報課までご連絡ください
★市政だよりは次の場所でご自由にお取りいただけます

■被災者生活再建支援制度（基礎支援金）の申請期限
延長について
　被災者生活再建支援制度（基礎支援金）（★）の申請期限
が、１年間延長になりました。申請がお済みでない方は手
続きをお願いします。なお、これまで支給を受けた方への
追加の支給を行うものではありません。
◆申請期限∥【基礎支援金】平成28年４月10日【加算支援
金】平成30年４月10日
◆受付時間∥平日9:00～16:30（閉庁日を除く）
◆受付会場∥市役所本庁舎５階社会課分室、区役所

問被災者支援情報ダイヤル☎214･3805（平日9:00～17:00）

■復興公営住宅の第３回一般抽選（個別申し込み・グ
ループ申し込み）の入居募集を開始します
●申し込み方法・期限∥２月23日から市役所本庁舎１階市
民のへや、区役所総合案内、総合支所、証明発行センター、
各区中央市民センターで配布する「入居募集のご案内」に
同封の申込書に必要事項を記入して、一般抽選申込専用封
筒で３月６日までに郵送または市役所本庁舎６階復興公営
住宅室へ持参
●対象者（次の①～③の条件を全て満たす方）
①東日本大震災により滅失した住宅に居住していた（り災
証明が必要です）
　震災時に居住していた持ち家または賃貸住宅が、次のア
～ウいずれかに該当する方。
ア全壊、全焼、全流出したイ大規模半壊または半壊の住宅
を取り壊した場合または取り壊すことが確実である場合ウ
住宅の所在地が東京電力福島第一原子力発電所事故により
現に避難指示区域となっている
②現在、住宅に困っている
　居住できる持ち家がある方や、既に公営住宅に入居して
いる（入居予定者を含む）方は申し込みできません。ただ
し、応急仮設住宅として公営住宅に居住している方は申し
込みができます。
③暴力団員でない（同居される方も含みます）
●入居募集の住宅
　入居募集の住宅については、第２回一般抽選により決定
する予定です。詳しくは２月23日から配布する「入居募集
のご案内」をご覧ください。
●復興公営住宅の相談会∥３月６日㈮までの平日10:00～
16:00に市役所本庁舎１階で実施（直接会場へ）
◆間取りや家賃、申込資格や決定方法などについて詳しく
は、「入居募集のご案内」をご覧ください
申・問復興公営住宅室☎214･8333

★被災者生活再建支援制度
　震災により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対
して、住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、住宅の
再建方法に応じた加算支援金を支給し、生活の再建を
支援します。なお、加算支援金は、基礎支援金の対象
に該当する場合のみ対象となります。

　市では、視覚障害のある方を対象に「点字市政だより」
のほか、「市政だより声の広報〔CD版（デイジー方式）
等〕」を発行しています。
◆声の広報CD版のデイジーとは
　デジタル録音図書の国際基準で、見出しからすぐに必
要な情報が探せるなど、情報検索に優れています。
◆デイジー方式のCDを聴くには
　一般のCDプレーヤーでは再生できません。パソコン
に専用ソフトを入れるか、デジタル録音図書再生機等が
必要になります。
◎デジタル録音図書再生機は、日常生活用具の給付対象
となっています。給付要件等、詳しくは区役所障害高齢
課へお問い合わせください
市政だより声の広報、点字市政だよりの申し込みは
●対象 ‖市内にお住まいで視覚障害のある方
申電話で（随時受け付け）

市政だより声の広報
を発行しています

申・問広報課☎214･1150

被災した方のための支援情報


